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新旧対照表（契約締結前交付書面集の一部改定） 
 

改定日 2019 年 10 月 1 日 

京銀証券株式会社 
 
 
 

第７章 金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明 
（下線部分変更） 

改 定 後 現  行 

手数料など諸費用について 

・当社は、有価証券のお預かりについては、料金をいただきま

せん。 

・預託している株券等を当社以外の金融機関へ預替え（移管）

される場合には、以下の移管手数料をいただきます。 

■株式※ ：１単元以下 1,100 円（税込み） 

 １単元増すごとに 550 円加算（税込み） 

 １9 単元以上 11,000 円（税込み） 

■投資信託 ：１銘柄 1,100 円（税込み） 

■債券、外国証券：１銘柄 1,100 円（税込み） 

（削 除） 

 

 

 

この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません 

・この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の

適用はありません。 

手数料など諸費用について 

・当社は、有価証券のお預かりについては、料金をいただきま

せん。 

・預託している株券等を当社以外の金融機関へ預替え（移管）

される場合には、以下の移管手数料をいただきます。 

■株式※ ：１単元以下 1,080 円（税込み） 

 １単元増すごとに 540 円加算（税込み） 

 １9 単元以上 10,800 円（税込み） 

■投資信託 ：１銘柄 1,080 円（税込み） 

■債券、外国証券：１銘柄 1,080 円（税込み） 

 手数料は消費税率８％に基づく税込み料金です。 

税制改正により税率改正が行われた場合には、改正新税率が

適用されます。 

 

この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません 

・この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の

適用はありません。 
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手数料をご確認下さい。 手数料をご確認下さい。 

ご参考として、消費税率改正対

応の記載案を記載しました。 

ご参考として、消費税率改正対

応の記載案を記載しました。 
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お取引に係る主な手数料 
（下線部分変更） 

改 定 後 現  行 

2019 年 10 月 1 日現在 
 

（削 除） 

 

 

 

１．国内株式等、国内転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）売

買委託手数料（税込み） 

約定金額 基本手数料 

最低手数料 2,750 円 

100 万円以下 1.21％ 

 100 万円超 300 万円以下  0.88％ ＋ 3,300 円 

 300 万円超 500 万円以下  0.77％ ＋ 6,600 円 

 500 万円超 1,000 万円以下  0.66％ ＋ 12,100 円 

 1,000 万円超 3,000 万円以下  0.55％ ＋ 23,100 円 

 3,000 万円超 5,000 万円以下  0.22％ ＋ 122,100 円 

5,000 万円超  0.11％ ＋ 177,100 円 

上限金額 275,000 円 

 

２．単元未満株式売買手数料（税込み） 

（現行どおり） 

 

３．移管手数料（他社への移管／税込み） 

株式を証券保管振替機構を通じて 

当社以外の金融機関へ移管する場合 

1 単元以下・・・・・・・・・・・・1,100 円 

1 単元増すごと・・・・・・・・・550 円加算 

19 単元以上・・・・・・・・・・ 11,000 円 

投資信託等を他の金融機関へ 

移管する場合 

投資信託（１銘柄につき）・・・・・・1,100 円 

債券・外国証券（１銘柄につき）・・・1,100 円 

 

４．為替スプレッド 

（現行どおり） 

 

５．振込手数料 

（現行どおり） 

 

2019 年 3月 1 日現在 
 

手数料は消費税率８％に基づく税込み料金です。 

税制改正により税率改正が行われた場合には、改正新税率が適

用されます。 

 
１．国内株式等、国内転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）売

買委託手数料（税込み） 

約定金額 基本手数料 

最低手数料 2,700 円 

100 万円以下 1.1880％ 

 100 万円超 300 万円以下  0.8640％ ＋ 3,240 円 

 300 万円超 500 万円以下  0.7560％ ＋ 6,480 円 

 500 万円超 1,000 万円以下  0.6480％ ＋ 11,880 円 

 1,000 万円超 3,000 万円以下  0.5400％ ＋ 22,680 円 

 3,000 万円超 5,000 万円以下  0.2160％ ＋ 119,880 円 

5,000 万円超  0.1080％ ＋ 173,880 円 

上限金額 270,000 円 

 

２．単元未満株式売買手数料（税込み） 

（省 略） 

 

３．移管手数料（他社への移管／税込み） 

株式を証券保管振替機構を通じて 

当社以外の金融機関へ移管する場合 

1 単元以下・・・・・・・・・・・・1,080 円 

1 単元増すごと・・・・・・・・・540 円加算 

19 単元以上・・・・・・・・・・ 10,800 円 

投資信託等を他の金融機関へ 

移管する場合 

投資信託（１銘柄につき）・・・・・・1,080 円 

債券・外国証券（１銘柄につき）・・・1,080 円 

 

４．為替スプレッド 

（省 略） 

 

５．振込手数料 

（省 略） 

 

 


